
 

                      長運輸第９３７号の２ 
                                                    令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 
                                 
 
一般乗用旅客自動車運送事業者 各位 

 
 

北陸信越運輸局長野運輸支局長 
（公印省略）         

 
 
 
「法人タクシー事業の許可申請に対する審査基準について」の一部改正について 

 
 
 
 標記について、北陸信越運輸局長から別添のとおり通知があったので、了知され

たい。 
 
 



 

北信交旅第７９３号の２ 
令和８年２月２７日 

 
 
管内各運輸支局長 殿 

 
 

北陸信越運輸局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「法人タクシー事業の許可申請に対する審査基準について」の一部改正について 
 
 標記について、別紙のとおり公示の一部改正を行ったので、了知されるとと

もに関係者に周知されたい。 
 





別 紙 

法人タクシー事業の許可申請に対する審査基準について 

新 旧 

 
公      示 

 公示第１２号 

 

  法人タクシー事業の許可申請に対する審査基準について 

 

  

法人タクシー事業（一般乗用旅客自動車運送事業のうち、個人タクシー事

業でないもの）の許可申請について、道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号。以下「法」という。）第６条の規定に係る審査基準を下記のとおり定め

たので公示する。 

 

    平成１４年７月１日 

 

               北陸信越運輸局長 武藤 秀一  

 

記 

 

１．～４．（略） 

 

５．自動車車庫（略） 

（１）～（７）（略） 

 （８）車両の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令（昭

和３６年政令第２６５号）に抵触しないものであること。また、前面

 
公      示 

 公示第１２号 

 

  法人タクシー事業の許可申請に対する審査基準について 

 

  

法人タクシー事業（一般乗用旅客自動車運送事業のうち、個人タクシー事

業でないもの）の許可申請について、道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号。以下「法」という。）第６条の規定に係る審査基準を下記のとおり定め

たので公示する。 

 

    平成１４年７月１日 

 

               北陸信越運輸局長 武藤 秀一  

 

記 

 

１．～４．（略） 

 

５．自動車車庫（略） 

（１）～（７）（略） 

   （８）車両の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令（昭

和３６年政令第２６５号）に抵触しないものであること。また、前面



 

道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有す

る者の承諾書の提出があること。ただし、所有者不明等の事情により

取得が困難といった事情がある場合は承諾書の取得に代えて、取得で

きない理由及び所有者の異議申立てがあった場合は、新たな車庫を確

保する旨も記載した書面の提出でも可能とする。 

 

６．～１７．（略） 

 

附 則 （略） 

附 則（令和８年２月２７日付け公示第８１号で一部改正） 

この公示は、令和８年２月２７日以降に受理する申請から適用する。 

 
（別 表）～（別添様式）（略） 

道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有す

る者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵

触しないものであること。なお、前面道路（公道）及び私道に接続す

る公道について、道路幅員証明書の提出（出入りに支障のないことが

明らかな場合を除く。）があること。 

 

６．～１７．（略） 

 

附 則 （略） 

 

 

 
（別 表）～（別添様式）（略） 



 

                          長運輸第９３８号の２ 
                令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 
                                 
  
一般乗用旅客自動車運送事業者 各位 

 
 

北陸信越運輸局長野運輸支局長 
（公印省略）         

 
 
 

「個人タクシー事業の申請に対する審査基準について」の一部改正について 
 
 
 
 標記について、北陸信越運輸局長から別添のとおり通知があったので、了知され

たい。 
 
 



 

北信交旅第７９４号の２ 
令和８年２月２７日 

 
 
管内各運輸支局長 殿 

 
 

北陸信越運輸局長 
 
 
 
「個人タクシー事業の申請に対する審査基準について」の一部改正について 

 
標記について、別添のとおり公示を一部改正したので了知されるとともに、関係者

に周知されたい。 
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（別紙） 

○個人タクシー事業の申請に対する審査基準について 

新 旧 

 

公    示 

 

公示第２３号 

 

   個人タクシー事業の申請に対する審査基準について 

 

 

 個人タクシー事業（道路運送法第４条に基づく許可を受けた個人のみが自動車を

運転することにより事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事

業。以下「個人タクシー」という。）の申請について、道路運送法（昭和２６年法

律第１８３号、以下「法」という。）の規定に係る審査基準を下記のとおり定めた

ので公示する。 

 

平成１４年７月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 武藤 秀一 

 

記 

 

 

１． (１) ～ (３) （略） 

 (４) 法令遵守状況 

① 申請日以前５年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこ

と。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の５年

前においてその処分期間が終了していること。 

(イ) ～（ニ）（略） 

(ホ) 刑法（明治 40 年法律第 45 号）、暴力行為等処罰に関する法律（大正

15 年法律第 60 号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14 号）、

覚醒剤取締法（昭和 26 年法律第 252 号）、売春防止法（昭和 31 年法律

 

公    示 

 

公示第２３号 

 

   個人タクシー事業の申請に対する審査基準について 

 

 

 個人タクシー事業（道路運送法第４条に基づく許可を受けた個人のみが自動車を

運転することにより事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事

業。以下「個人タクシー」という。）の申請について、道路運送法（昭和２６年法

律第１８３号、以下「法」という。）の規定に係る審査基準を下記のとおり定めた

ので公示する。 

 

平成１４年７月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 武藤 秀一 

 

記 

 

 

１． (１) ～ (３) （略） 

 (４) 法令遵守状況 

① 申請日以前５年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこ

と。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の５年

前においてその処分期間が終了していること。 

(イ) ～(ニ)（略） 

(ホ) 刑法（明治 40 年法律第 45 号）、暴力行為等処罰に関する法律（大正

15 年法律第 60 号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14 号）、

覚せい剤取締法（昭和 26 年法律第 252 号）、売春防止法（昭和 31 年法
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第 118 号）、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第６号）、その他

これらに準ずる法令の違反による処分 

 (ヘ) ～(ト) （略） 

②～⑤ （略） 

 (５) ～ (７)（略） 

 (８) 自動車車庫 

①～⑤（略） 

⑥ 計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令（昭

和 36 年政令第 265 号）に抵触しないものであること。また、前面道路が私

道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承諾書の

提出があること。ただし、所有者不明等の事情により取得が困難といった事

情がある場合は承諾書の取得に代えて、取得できない理由及び所有者の異議

申立てがあった場合は、新たな車庫を確保する旨も記載した書面の提出でも

可能とする。 
 
 
⑦～⑧（略） 

(９) （略） 

 (10) 法令に関する知識 

  試験実施公示で定めるところにより行う法令の試験に合格した者である

こと。 

   試験に合格した者とは、試験実施公示Ⅰ.に規定する事前試験に合格し

た者であって、以下の（ア）から（ウ）のいずれにも該当しない者をいう。 

 

 （ア）申請前に法令の試験に合格している者（以下「申請前合格者」という。）

であって、申請する営業区域と受験した営業区域が相違している者。 

（イ）申請前合格者であって、申請日現在において合格証の有効期限が満了

している者。 

 （ウ）申請前合格者であって、試験実施公示Ⅱ.５．（２）の規定により合

律第 118 号）、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第６号）、その

他これらに準ずる法令の違反による処分 

(ヘ) ～(ト) （略） 

②～⑤ （略） 

 (５) ～ (７)（略）  

 (８) 自動車車庫 

①～⑤（略） 

⑥ 計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令（昭

和 36 年政令第 265 号）に抵触しないものであること。また、前面道路が私

道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があ

り、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであるこ

と。 

 前面道路等の確認は、公道である前面道路及び私道に接続する公道につい

ては、道路幅員証明書（前面道路が出入りに支障がないこと及び通行に支障

がないことが明らかな場合を除く。）、また、私道については、当該私道の

通行に係る使用権原を有する者の承諾書の提出により行うこととする。 

⑦～⑧（略） 

(９) （略） 

 (10) 法令に関する知識 

  試験実施公示で定めるところにより行う法令の試験に合格した者である

こと。 

   試験に合格した者とは、試験実施公示Ⅰ.に規定する試験のいずれかに

合格した者であって、以下の（ア）から（ウ）のいずれにも該当しない者

をいう。 

 （ア）申請前に法令の試験に合格している者（以下「申請前合格者」という。）

であって、申請する営業区域と受験した営業区域が相違している者。 

（イ）申請前合格者であって、申請日現在において合格証の有効期限が満了

している者。 

 （ウ）申請前合格者であって、試験実施公示Ⅱ.５．（２）の規定により合
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格が無効とされた者。 

 (11) （略） 

 (12) 申請及び処分の時期等 

  ① 申請の受付 

 毎年度５月１日から５月３１日まで、９月１日から９月３０日まで及び１

月１日から１月３１日までの間とする。ただし、当該受付期間の末日が閉庁

日の場合には、直後の開庁日までとする。 

 なお、タクシー適正化・活性化特措法第３条第１項の規定による特定地域

に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。 

 また、タクシー適正化・活性化特措法第３条の２第１項の規定による準特

定地域に指定されている地域を営業区域とする申請は、「準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる

措置等の実施について（平成２６年 1 月２７日付け公示第７７号）」Ⅱ．１．

に基づき北陸信越運輸局長が公示した期間を受付期間とする。 

  ②～⑤（略） 

 

２．（略） 

 

３．(１) （略） 

 (２) 新規許可等に付す条件 

 新規許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可（以下「許可等」という。）に

当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。 

①～⑧（略） 

⑨ 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取

締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法のいずれかに抵触する行為によ

り処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがあること。 

⑩～⑮（略） 

 (３) （略） 

 

格が無効とされた者。 

(11) （略） 

 (12) 申請及び処分の時期等 

  ① 申請の受付 

 毎年９月１日から９月３０日までとする。ただし、当該受付期間の末日が

閉庁日の場合には、直後の開庁日までとする。 

  

なお、タクシー適正化・活性化特措法第３条第１項の規定による特定地域に

指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。 

 また、タクシー適正化・活性化特措法第３条の２第１項の規定による準特

定地域に指定されている地域を営業区域とする申請は、「準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる

措置等の実施について（平成２６年 1 月２７日付け公示第７７号）」Ⅱ．１．

に基づき北陸信越運輸局長が公示した期間を受付期間とする。 

②～⑤（略） 

 

２．（略） 

 

３．(１) （略） 

 (２) 新規許可等に付す条件 

 新規許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可（以下「許可等」という。）に

当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。 

①～⑧（略） 

⑨ 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤

取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法のいずれかに抵触する行為に

より処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがあること。 

⑩～⑮（略） 

(３) （略） 
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４．～９．（略） 

 

附 則（略） 

附 則（令和８年２月２７日付け公示第８２号で一部改正） 

改正後の公示は、令和８年２月２７日以降に申請を受け付けたものから適用 

する。 

 

別表（略） 

 

４．～９．（略） 

 

附 則（略） 

 

 

 

 

別表（略） 

 

 



 

                          長運輸第９４０号の２ 
                                                   令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 
                                 
  
一般乗用旅客自動車運送事業者 各位 

 
北陸信越運輸局長野運輸支局長 

（公印省略）         
 
 
 

「個人タクシー事業の許可等に係る法令の試験について」の一部改正について 
 
 
 
 標記について、北陸信越運輸局長から別添のとおり通知があったので、了知され

たい。 
 
 



 

北信交旅第７９５号の２ 
令和８年２月２７日 

 
 
管内各運輸支局長 殿 

 
 

北陸信越運輸局長 
 
 
 
「個人タクシー事業の許可等に係る法令の試験について」の一部改正について 

 
 
標記について、別添のとおり公示を行ったので了知されるとともに、関係者に周知

されたい。 





 

（別紙） 

○個人タクシー事業の許可等に係る法令の試験について 

新 旧 

 

公    示 

 

公示第２５号 

 

   個人タクシー事業の許可等に係る法令の試験について 

 

 

「個人タクシー事業の申請に対する審査基準について」（平成１４年７月１日付

け公示第２３号）で規定する、法令の試験については、下記のとおり定めたので公

示する。 

 

平成１４年７月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 武藤 秀一 

 

 

記 

 

Ⅰ.試験制度 

 １．（略） 

  ２．申請後試験 

   譲渡譲受及び相続の認可申請をした者を対象として実施する試験。 

   

Ⅱ.事前試験 

 １．（略） 

 ２．受験申込書の受付期間及び試験実施時期 

 （１）（略） 

 （２）受験申込書の受付期間は、毎年次の（３）で定める試験の実施時期に応じ

た以下の期間とする。ただし、当該受付期間の末日が閉庁日の場合には、直

後の開庁日までとする。 

    ア ４月１日から５月３１日まで。 

    イ ８月１日から９月３０日まで。 

    ウ １２月１日から１月３１日まで。 

 

 

公    示 

 

公示第２５号 

 

   個人タクシー事業の許可等に係る法令の試験について 

 

 

「個人タクシー事業の申請に対する審査基準について」（平成１４年７月１日付

け公示第２３号）で規定する、法令の試験については、下記のとおり定めたので公

示する。 

 

平成１４年７月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 武藤 秀一 

 

 

記 

 

Ⅰ.試験制度 

 １．（略） 

  ２．申請後試験 

   許可申請等をした者を対象として実施する試験。 

   

Ⅱ.事前試験 

 １．（略） 

 ２．受験申込書の受付期間及び試験実施時期 

 （１）（略） 

 （２）受験申込書の受付期間は、毎年次の（３）で定める試験の実施時期に応じ

た以下の期間とする。ただし、当該受付期間の末日が閉庁日の場合には、直

後の開庁日までとする。 

    ア ４月１日から４月３０日まで。 

    イ ８月１日から８月３１日まで。 

    ウ １２月１日から１２月２８日まで。 

 



 

 （３）（略） 

 ３．（略） 

 ４．試験実施後の取扱い 

 (１) （略） 

 (２) (１)と併せて、合格者に対して別添３の合格証を発行することとする。 

  (３) （略） 

 ５．（略） 

 

Ⅲ．申請後試験 

１．試験対象者 

  次の(１)又は(２)に掲げる者を対象に実施することとする。ただし、Ⅰ．に規

定する試験に合格した者であって、申請日現在において合格証の有効期限が満了

していない者又は合格が無効とされていない者を除く。 

 （削除） 

 

(１) 譲渡譲受の認可申請の場合 

      譲渡譲受の認可申請者のうち譲受人 

 (２) 相続の認可申請の場合 

      相続の認可申請者 

 ２．試験の実施時期 

(１) 譲渡譲受の認可申請の場合 

    原則として毎年次の各期間のいずれかの日とする。なお、試験は、原則と

して前回試験の受付締切日の翌日から今回試験の実施日の属する月の前々月

の末日までに申請を受け付けた者に対して実施するものとする。 

    ア ７月１日から７月３１日まで。 

    イ １１月１日から１１月３０日まで。 

    ウ ３月１日から３月３１日まで。 

(２) （略） 

 ３．（略） 

 ４．試験実施後の取扱い 

 (１) 試験実施後２週間を目途に合格者に対しては合格通知を発行することと

し、その際に、併せて申請に係る挙証資料の提出又は提示等の日時を明らか

にする。 

 (２) （略） 

 ５．申請事案の却下処分時等における試験合格者の取扱い 

 (１) 試験合格者にあっては、申請した事案が却下処分等となる場合に限り、そ

の却下処分時等に別添３の合格証を発行することとする。 

 (２) （略）  

 （３）（略） 

 ３．（略） 

 ４．試験実施後の取扱い 

 (１) （略） 

 (２) (１)と併せて、合格者に対して別添３の合格証を発することとする。 

  (３) （略） 

 ５．（略） 

 

Ⅲ．申請後試験 

１．試験対象者 

  次の(１)から(３)に掲げる者を対象に実施することとする。ただし、Ⅰ．に規

定する試験に合格した者であって、申請日現在において合格証の有効期限が満了

していない者又は合格が無効とされていない者を除く。 

 (１) 許可申請の場合 

      許可申請者 

 (２) 譲渡譲受の認可申請の場合 

      譲渡譲受の認可申請者のうち譲受人 

 (３) 相続の認可申請の場合 

      相続の認可申請者 

 ２．試験の実施時期 

(１) 許可申請及び譲渡譲受の認可申請の場合 

    原則として毎年次の各期間のいずれかの日とする。なお、試験は、原則と

して前回試験の受付締切日の翌日から今回試験の実施日の属する月の前々月

の末日までに申請を受け付けた者に対して実施するものとする。 

    ア ７月１日から７月３１日まで。 

    イ １１月１日から１１月３０日まで。 

    ウ ３月１日から３月３１日まで。 

(２) （略） 

 ３．（略） 

 ４．試験実施後の取扱い 

 (１) 試験実施後２週間を目途に合格者に対しては合格通知を発することとし、

その際に、併せて申請に係る挙証資料の提出又は提示等の日時を明らかにす

る。 

 (２) （略）  

 ５．申請事案の却下処分時等における試験合格者の取扱い 

 (１) 試験合格者にあっては、申請した事案が却下処分等となる場合に限り、そ

の却下処分時等に別添３の合格証を発することとする。 

 (２) （略） 



 

Ⅳ．（略） 

   

    附 則（略） 

附 則（令和８年２月２７日付け公示第８３号で一部改正） 

    この公示は、令和８年２月２７日以降に実施する試験から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．（略） 

   

    附 則（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 （別添１） 

 

                                                       年  月  日 

 北陸信越運輸局長 殿 

                                                     （○○運輸支局長経由） 

                                                住  所 

                                                氏  名 

                                                生年月日 

 

                                受験申込書 

 

 「個人タクシー事業の許可等に係る法令の試験について（平成１４年７月１日付

け公示第２５号）」Ⅰ.１．に規定する試験を受けたいため、下記のとおり申込みし

ます。 

 

                                      記 

 

 

 

 

１．営業区域 

 

２．運転経歴（新しいものから記載すること。） 

（自） 

年月日 

（至） 

年月日 

勤務 

年月数 

勤務地 勤務先（事務所名） ハイ・タク 

バス・他 

      

      

      

      

 

３．試験通知等の送付先 

    郵便番号                   

    住  所                   

    氏  名 

                   

４．添付書類 

 運転免許の種類、運転免許証又は免許情報記録の番号および有効期限を証するに

足りる資料の写し                                                          

                                                                 （別添１） 

 

                                                       年  月  日 

 北陸信越運輸局長 殿 

                                                     （○○運輸支局長経由） 

                                                住  所 

                                                氏  名 

                                                生年月日 

 

                                受験申込書 

 

 「個人タクシー事業の許可等に係る法令の試験について（平成１４年７月１日付

け公示第２５号）」Ⅰ.１．に規定する試験を受けたいため、下記のとおり申込みし

ます。 

 

                                      記 

 

 

 

 

１．営業区域 

 

２．運転経歴（新しいものから記載すること。） 

（自） 

年月日 

（至） 

年月日 

勤務 

年月数 

勤務地 勤務先（事務所名） ハイ・タク 

バス・他 

      

      

      

      

 

３．試験通知等の送付先 

    郵便番号                   

    住  所                   

    氏  名 

                   

４．添付書類 

 （１）自動車運転免許証の写し（表・裏） 

 



 

       （別添２） 

出題範囲及び設問形式等 

 法令試験  

 

 

 

 

出題範囲 

 

 

別表のとおり 

設問形式 ○×方式及び語群選択方式 

出題数 ４０問 

配  点 １問１点 

合格基準 ３６点以上（正解率９０％以上） 

試験時間 ５０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 （別添２） 

出題範囲及び設問形式等 

 法令試験  

 

 

 

 

出題範囲 

 

 

別表のとおり 

設問形式 ○×方式及び語群選択方式 

出題数 ４０問 

配  点 １問１点 

合格基準 ３６点以上（正解率９０％以上） 

試験時間 ５０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 

法令試験の範囲 

科 目 出 題 範 囲 

 法令 １．道路運送法関係法令 

①道路運送法 

②道路運送法施行令 

③道路運送法施行規則 

④旅客自動車運送事業運輸規則 

⑤旅客自動車運送事業等報告規則 

⑥一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款 

⑦個人タクシー事業の許可期限の更新等の取扱いについて（平成13

年11月15日付け国自旅第107号） 

 

⑧一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度につい

て （平成13年10月26日付け国自旅第100号） 

⑨一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針につい

て（平成13年10月26日付け国自旅第101号） 

⑩運転免許取消処分を受けた個人タクシー事業者の取扱い等につい

て（平成１４年４月５日付け国自旅第５号） 

⑪その他個人タクシー事業の遂行に必要な事項(公示及び通達を含

む。） 

２．タクシー業務適正化特別措置法関係法令 

①タクシー業務適正化特別措置法（第４６条及び第４７条に限る。）

②タクシー業務適正化特別措置法施行規則（第３０条から第３８条

までに限る。） 

３．道路運送車両法関係法令 

①道路運送車両法 

・第１条（この法律の目的） 

・第１１条（自動車登録番号標の封印等） 

・第１２条（変更登録） 

・第１３条（移転登録） 

・第１５条（永久抹消登録） 

・第１９条（自動車登録番号標等の表示の義務） 

・第２０条第２項（自動車登録番号標の廃棄等） 

・第４１条（自動車の装置） 

・第４２条（乗車定員又は最大積載量） 

・第４７条（使用者の点検及び整備の義務） 

別表 

法令試験の範囲 

科 目 出 題 範 囲 

 法令 １．道路運送法関係法令 

①道路運送法 

②道路運送法施行令 

③道路運送法施行規則 

④旅客自動車運送事業運輸規則 

⑤旅客自動車運送事業等報告規則 

⑥一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款 

⑦個人タクシー事業の許可期限の更新等の取扱いについて（平成13

年11月15日付け国自旅第107号） 

 

⑧一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度につい

て （平成13年10月26日付け国自旅第100号） 

⑨一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針につい

て（平成13年10月26日付け国自旅第101号） 

⑩運転免許取消処分を受けた個人タクシー事業者の取扱い等につい

て（平成１４年４月５日付け国自旅第５号） 

⑪その他個人タクシー事業の遂行に必要な事項(公示及び通達を含

む。） 

２．タクシー業務適正化特別措置法関係法令 

①タクシー業務適正化特別措置法（第４６条及び第４７条に限る。）

②タクシー業務適正化特別措置法施行規則（第３０条から第３８条

までに限る。） 

３．道路運送車両法関係法令 

①道路運送車両法 

・第１条（この法律の目的） 

・第１１条（自動車登録番号標の封印等） 

・第１２条（変更登録） 

・第１３条（移転登録） 

・第１５条（永久抹消登録） 

・第１９条（自動車登録番号標等の表示の義務） 

・第２０条第２項（自動車登録番号標の廃棄等） 

・第４１条（自動車の装置） 

・第４２条（乗車定員又は最大積載量） 

・第４７条（使用者の点検及び整備の義務） 



 

・第４７条の２（日常点検整備） 

・第４８条（定期点検整備） 

・第４９条（点検整備記録簿） 

・第５４条第１項、第２項（整備命令等） 

・第５７条（自動車の点検及び整備に関する手引き） 

・第５８条（自動車の検査及び自動車検査証） 

・第６１条（自動車検査証の有効期間） 

・第６２条（継続検査） 

・第６６条（自動車検査証の備付け等） 

・第６７条（自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査）

・第６９条第２項（自動車検査証の返納等） 

・第７０条（再交付） 

②自動車点検基準 

・第１条第１号（日常点検基準） 

・第２条第１号（定期点検基準） 

・第４条（点検整備記録簿の記載事項等） 

③道路運送車両の保安基準 

・第２９条（窓ガラス） 

・第４３条の２（非常信号用具） 

・第４３条の３（警告反射板） 

・第４３条の４（停止表示器材） 

・第５０条（旅客自動車運送事業用自動車） 

・第５３条（乗車定員及び最大積載量） 

④自動車事故報告規則 

・第２条（定義） 

・第３条（報告書の提出） 

・第４条（速報） 

⑤道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 

・③に掲げる条項について具体的に定める事項 

⑥その他個人タクシー事業の遂行に必要な事項(公示及び通達を含

む。) 

 

 

 

 

 

 

・第４７条の２（日常点検整備） 

・第４８条（定期点検整備） 

・第４９条（点検整備記録簿） 

・第５４条第１項、第２項（整備命令等） 

・第５７条（自動車の点検及び整備に関する手引き） 

・第５８条（自動車の検査及び自動車検査証） 

・第６１条（自動車検査証の有効期間） 

・第６２条（継続検査） 

・第６６条（自動車検査証の備付け等） 

・第６７条（自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査）

・第６９条第２項（自動車検査証の返納等） 

・第７０条（再交付） 

②自動車点検基準 

・第１条第１号（日常点検基準） 

・第２条第１号（定期点検基準） 

・第４条（点検整備記録簿の記載事項等） 

③道路運送車両の保安基準 

・第２９条（窓ガラス） 

・第４３条の２（非常信号用具） 

・第４３条の３（警告反射板） 

・第４３条の４（停止表示器材） 

・第５０条（旅客自動車運送事業用自動車） 

・第５３条（乗車定員及び最大積載量） 

④自動車事故報告規則 

・第２条（定義） 

・第３条（報告書の提出） 

・第４条（速報） 

⑤道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 

・③に掲げる条項について具体的に定める事項 

⑥その他個人タクシー事業の遂行に必要な事項(公示及び通達を含

む。) 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別添３） 

個人タクシー試験合格証 

 

 

                      氏  名          

                      生年月日           

  

 

 

 

 上記の者は、    年  月  日に実施した「個人タクシー事業の許可等に

係る法令の試験について」Ⅰ.に規定する試験に下記のとおり合格したことを証す

る。 

 なお、本合格証の有効期限は、  年  月  日までとする。 

 

記 

 

 

  

 

 

  

 １．営業区域 

 

 

 

   年  月  日 

 

 

 

 

                                      北陸信越運輸局長 

 

 

 

 

   印 

 

 
 

 

（別添３） 

個人タクシー試験合格証 

 

 

                      氏  名          

                      生年月日           

  

 

 

 

 上記の者は、    年  月  日に実施した「個人タクシー事業の許可等に

係る法令の試験について」Ⅰ.に規定する試験に下記のとおり合格したことを証す

る。 

 なお、本合格証の有効期限は、  年  月  日までとする。 

 

記 

 

 

  

 

 

  

 １．営業区域 

 

 

 

   年  月  日 

 

 

 

 

                                      北陸信越運輸局長 

 

 

 

 

   印 

 

 
 

 



 

                          長運輸第９４１号の２ 
                                                   令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 
                                 
  
一般乗用旅客自動車運送事業者 各位 

 
 

北陸信越運輸局長野運輸支局長 
（公印省略）         

 
 
 

「個人タクシー事業の許可申請書等の様式について」の一部改正について 
 
 
 
 標記について、北陸信越運輸局長から別添のとおり通知があったので、了知され

たい。 
 
 



 

北信交旅第７９９号の２ 
令和８年２月２７日 

 
 
管内各運輸支局長 殿 

 
 

北陸信越運輸局長 
 
 
 
「個人タクシー事業の許可申請書等の様式について」の一部改正について 

 
標記について、別添のとおり公示を一部改正したので了知されるとともに、関係者

に周知されたい。 





 

（別紙） 

○個人タクシー事業の許可申請書等の様式について 

新 旧 

 

公    示 

 

公示第２６号 

 

    個人タクシー事業の許可申請書等の様式について 

 

 

 個人タクシー事業の許可申請書、譲渡譲受認可申請書及び相続による事業継続認

可申請書の様式並びに許可申請書等作成上の注意を別紙のとおり定めたので公示す

る。 

  

 

  平成１４年７月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 武藤 秀一 

 

 

附 則（略） 

  

附 則（令和８年２月２７日付け公示第８４号で一部改正） 

この公示は、令和８年２月２７日以降に受理する申請から適用する。 

 

 

公    示 

 

公示第２６号 

 

    個人タクシー事業の許可申請書等の様式について 

 

 

 個人タクシー事業の許可申請書、譲渡譲受認可申請書及び相続による事業継続認

可申請書の様式並びに許可申請書等作成上の注意を別紙のとおり定めたので公示す

る。 

  

 

  平成１４年７月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 武藤 秀一 

 

 

附 則（略） 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



別紙





























































 

                          長 運 輸 第 ９ ４ ２ 号 
                                                       令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 
                                 
  
一般乗用旅客自動車運送事業者 各位 

 
 

北陸信越運輸局長野運輸支局長 
（公印省略）         

 
 
 
 「準特定地域における個人タクシー事業に係る道路運送法第４条第１項の許可特 
例的な取扱いについて」の一部改正について 

 
 
 
 標記について、北陸信越運輸局長から別添のとおり通知があったので、了知され

たい。 
 
 



 
 

北信交旅第８０２号の２ 
令和８年２月２７日 

 
管内各運輸支局長 殿 

 
 

北陸信越運輸局長 
 
 
「準特定地域における個人タクシー事業に係る道路運送法第４条第１項の許可の

特例的な取扱いについて」の一部改正について 
 
 
標記について、別添のとおり公示したので了知されるとともに、関係者に周知され

たい。 





 

（別紙） 

○準特定地域における個人タクシー事業に係る道路運送法第４条第１項の許可の特例的な取扱いについて 

新 旧 

 

公      示 

 

 公示第３号 

 

準特定地域における個人タクシー事業に係る道路運送法第４条第１項の許可の特例

的な取扱いについて 

 

今般、新型コロナウイルス感染症による影響により個人タクシー事業の譲渡を希望

する者と譲受を希望する者が面会できる機会が激減し、譲渡譲受が円滑に行えない

問題が生じたこと、また、個人タクシーは自らが運行管理・整備管理をしなければ

ならない特性があるが、個人タクシーの事業者の高齢化が進展しており、より一層

の安全性の確保を図る必要が生じていることを踏まえ、一定の条件を満たす場合に

限って個人タクシーの参入を時限的に認める特例措置を講じるため、準特定地域に

おける個人タクシー事業に係る道路運送法第４条第１項の許可の特例的な取扱いを

下記のとおり定めたので、公示する。 

 

 

 

  令和４年４月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 平井 隆志 

 

 

記 

 

１．～４．（略） 

 

５．参入枠の公示その他所要の手続 

（１）参入枠の公示 

北陸信越運輸局長は、毎年４月中旬に３．及び４．の規定により算出した各年度の

参入枠を営業区域毎に公示することとする。なお、各年度途中に、参入枠と同数の

新規許可処分を行った場合などはその旨を公示することとする。この場合において、

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化

 

公      示 

 

 公示第３号 

 

準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限

る。）に係る道路運送法第４条第１項の許可の特例的な取扱いについて 

 

今般、新型コロナウイルス感染症による影響により１人１車制個人タクシー事業（以

下「個人タクシー」という。）の譲渡を希望する者と譲受を希望する者が面会でき

る機会が激減し、譲渡譲受が円滑に行えない問題が生じたこと、また、個人タクシ

ーは自らが運行管理・整備管理をしなければならない特性があるが、個人タクシー

の事業者の高齢化が進展しており、より一層の安全性の確保を図る必要が生じてい

ることを踏まえ、一定の条件を満たす場合に限って個人タクシーの参入を時限的に

認める特例措置を講じるため、準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業（１

人１車制個人タクシーに限る。）に係る道路運送法第４条第１項の許可の特例的な

取扱いを下記のとおり定めたので、公示する。 

 

 

  令和４年４月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 平井 隆志 

 

 

記 

 

１．～４．（略）  

 

５．参入枠の公示その他所要の手続 

（１）参入枠の公示 

北陸信越運輸局長は、各年度において、３．及び４．の規定により算出した各年度

の参入枠を営業区域毎に公示することとし、原則として、公示は毎年４月中旬に行

うこととする。この場合において、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客

自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則（平成２１年国土



 

に関する特別措置法施行規則（平成２１年国土交通省令第５８号）第１０条第１項

の規定による通知は、当該公示により行うものとし、準特定地域協議会による意見

を提出すべき期限は、当該協議会が同意しない場合を除き、１４日以内として扱う

ものとする。 

 

（２）（略） 

 

（３）申請の受付 

特例許可の申請の受付は、「個人タクシー事業の申請に対する審査基準について（平

成１４年７月１日付け公示第２３号。以下「個人タクシー公示」という。）」記１．

（１２）①に規定する時期とし、（１）の参入枠の公示に申請受付期間を併せて明

記することとする。なお、申請受付期間のうち、９月１日から９月３０日まで及び

１月１日から１月３１日までのそれぞれの期間が到来するまでに処分件数が参入枠

に達した場合、以降の申請受付期間において受付は行わないこととする。 

 

（４）～（６）（略） 

 

 

附 則（略） 

附 則（令和８年２月２７日付け公示第８５号で一部改正） 

この公示は、令和８年２月２７日から適用する。 

 

交通省令第５８号）第１０条第１項の規定による通知は、当該公示により行うもの

とし、準特定地域協議会による意見を提出すべき期限は、当該協議会が同意しない

場合を除き、１４日以内として扱うものとする。 

 

 

（２）（略） 

 

（３）申請の受付 

特例許可の申請の受付は、「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシ

ーに限る。）の申請に対する審査基準について（平成１４年７月１日付け公示第２

３号。以下「個人タクシー公示」という。）」記１．（１２）①に規定する時期（毎

年１回一定の時期）とし、（１）の参入枠の公示に申請受付期間（原則として６０

日間程度）を併せて明記することとする。 

 

 

（４）～（６）（略） 

 

 

附 則（略） 

 


